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■問合せ　都市建設課☎０２９－８８５－０３４０

木造住宅耐震改修促進事業

耐震診断、総合支援メニューの
費用の一部を補助します

耐 震 診 断・・・耐震診断士を派遣(無料)

総合支援メニュー ・・・ 改修工事費の５分の４以内の額を補助（上限１００万円）

見守り
新鮮情報
見守り
新鮮情報

「自分だけは大丈夫」と「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？思っていませんか？
消費者トラブルは
悩まず早めに相談を！

格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが…思いがけない高額請求に見守り
新鮮情報
見守り
新鮮情報

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～

もしもの時に慌てないように！葬儀サービスのトラブル

【ひとこと助言】
・点検や工事等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金や内容の妥
当性を判断することは難しいため、無理にその場で判断しようとせず、少しでも違和感を覚えたと
きは作業を断るようにしましょう。

・地域の工務店など、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。

【ひとこと助言】
・点検や工事等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金や内容の妥
当性を判断することは難しいため、無理にその場で判断しようとせず、少しでも違和感を覚えたと
きは作業を断るようにしましょう。

・地域の工務店など、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。

「排水管の高圧洗浄が３千円」と書かれたチラシを見て、電話で依頼した。作業が行
われたが約４万円を請求され、仕方なく支払った。その後同じ業者が訪れ、「汚水升
を変えた方がよい」と言われ、見積書を出された。契約してしまったが、約２２万円
と高いのでクーリング・オフしたい。　　　　　　　　　　　　　　　（７０歳代）

「排水管の高圧洗浄が３千円」と書かれたチラシを見て、電話で依頼した。作業が行
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【ひとこと助言】
・葬儀は規模によっては数百万円と高額になるにもかかわらず、検討や準備のための時間がありませ
ん。そのため事前の情報収集が大切です。事前相談なども利用し、あらかじめ希望するおおまかな
内容を決め、依頼する葬儀社を見つけておくと落ち着いて準備することができます。

・広告に表示された料金でサービスを受けられるとは限りません。葬儀社との打ち合わせは複数人で
受け、見積書をよく見て、不明な点は確認しましょう。
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受け、見積書をよく見て、不明な点は確認しましょう。

父が亡くなり、家族葬の価格が手ごろだと広告をしている葬儀社に葬儀の見積もり
を依頼した。広告では「家族葬約４０万円から」とあったが、プランナーだという担
当者に「おたくはこのプランではできない」と言われオプションを追加されていっ
た。価格表は担当者の手元にあり、私たちにはよく見えなかった。合計額が３００万
円近くなり驚いていると、家族葬２５０万円のセットプランを勧められ、仕方なく契
約した。広告とは異なる高額費用に不満だ。　　　　　　　　　　　　（６０歳代）

父が亡くなり、家族葬の価格が手ごろだと広告をしている葬儀社に葬儀の見積もり
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村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
　消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
　県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９
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消費生活に関する相談は消費生活に関する相談は

い や やい や や

司法書士会より司法書士相談員が派遣
され、登記・相続・消費生活に関する
相談が無料で受けられます。
相談の２日前までにご予約ください。

【開催日時】令和６年５月１０日（金）
午前９時３０分から１１時３０分まで
【会場・受付】美浦村消費生活センター

司法書士による無料相談司法書士による無料相談

暮らしサポート暮らしサポート暮らしサポート

消費生活に関する
問合せ・相談は

消費生活センターへ


